
第２２号議案 

ふじみ野市立公民館条例の一部を改正する条例 

ふじみ野市立公民館条例（平成１７年ふじみ野市条例第６９号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条中「別表第１」を「次」に改め、同条に次の表を加える。 

名称 位置 

ふじみ野市立上福岡西公民館 ふじみ野市上福岡五丁目２番１２号 

ふじみ野市立上福岡西公民館分室 ふじみ野市新田一丁目３番１５号 

第９条中「別表第２」を「別表」に改め、同条ただし書中「大井中央公民館分

館又は」を削る。 

別表第１及び別表第２を削る。 

附則の次に次の１表を加える。 

別表（第９条関係） 

単位（円） 

公民館名 室名 区分 

午前 午後 夜間 

午前９時から正

午まで 

午後１時から午

後５時まで 

午後６時から午

後１０時まで 

上福岡西公

民館 

ギャラリー ２００ ３００ ４００ 

保育室 ２００ ３００ ４００ 

美術工芸室 ５００ ６００ ７００ 

調理室 ５００ ７００ ８００ 

暗室 １００ １００ １００ 

第１学習室 ２００ ３００ ４００ 

第２学習室 ２００ ３００ ４００ 

集会室 ５００ ７００ ８００ 

第１和室 ３００ ４００ ５００ 

第２和室 ４００ ６００ ８００ 

ホール ７００ ９００ １，１００ 

視聴覚室 ４００ ５００ ６００ 

ステージ（楽

屋を含む。） 

６００ ７００ ８００ 

団体連絡室 ２００ ３００ ４００ 

上福岡西公

民館分室 

洋室 １５０ １５０ １５０ 

第１和室 １５０ １５０ １５０ 

第２和室 １５０ １５０ １５０ 

備考 



１ 障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者（１人に限る。）又は

これらの者が構成員の一員となっている団体のうちこれらの者の合計人数

が利用者の総数の半数を超える団体が利用する場合の使用料は、この表の

金額に０．５を乗じて得た額とし、その額に１０円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てた額とする。 

２ ふじみ野市に住所を有し、通勤し、若しくは通学している者又はこれら

の者が構成員の一員となっている団体のうちこれらの者の合計人数が利用

者の総数の半数を超える団体以外のものが利用する場合の使用料は、この

表の金額に２を乗じて得た額とする。 

３ 利用者が連続して複数の時間区分において施設を利用する場合は、各時

間区分の間の時間も当該施設を利用することができるものとし、当該時間

については、使用料を徴収しない。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

令和４年２月２１日提出 

 

ふじみ野市長 高 畑   博      

 

提案理由 

ふじみ野市立大井中央公民館及びふじみ野市立大井中央公民館分館を廃止す

るため、ふじみ野市立公民館条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出する

ものである。 

 


